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震度７でも被害が無かった構法を 隅 ま々でお見せしたいのです

は の登録商標です。
で建てる「生活変化対応住宅」「生活変化対応住宅」

足立建築がご提案するのは、品確法に
よる住宅性能表示制度により、耐震性
能、温熱性能や維持管理性能などを明確
に検査され、国からお墨付きをもらった
「鑑定書付き」の住まいです。
非常に高度な技術を求められ、細かい
チェックが何度も入るので、導入するのを
嫌がる業者も多いと聞きますが、この世
から欠陥建築を無くす為にも災害による
被害を無くす為にも、住まう方の為の住
まいづくりを真剣に考えるならば絶対に
取り組むべきだと思います。
真剣に住まいづくりをお考えの方のご
来場を、心よりお待ち申し上げます。

真剣に住まいのことをお考えのあなたにこそ真剣に住まいのことをお考えのあなたにこそ
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当社に営業マンはおりません。こだわりの住まいづくりをトコトンお手伝いします。

お施主様に信頼していただくために足立建築が行っていること
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弁天島会場

渚園

JR弁天島駅

会場周辺に案内看板を設置いたします。
周辺道路が狭いですので、気をつけてお越し下さい。

今回の
会場です！

足立建築

わかりにくい時は
お気軽に

053-592-4881
までお電話下さい。

●木造住宅の90%以上が構造計算されていない。
●建築基準法の耐震基準は、阪神大震災の約半分の強さしか考慮していない。
●在来工法の耐力壁となる筋かいは、基準法指定の半分程度の強度しかない。
●長期優良住宅のほとんどが最低限の検査しか受けていない。
●長期優良住宅を建てている業者の多くが、その仕様について理解していない。

以上のことをふまえて
足立建築は、住宅業者の言葉を鵜呑みにせず、自分で調べ、勉強してから業者を選ぶ
お施主様主導の家づくりを推奨しております。

ご予約不要の構造見学会には、是非メモ帳を持ってお越し下さい。

■夢や感動だけで家は建てられない！
足立建築はお客様の命を預かる責任を真剣に受け止め、とことん現実的な住ま
いづくりを実践して参ります。

■建築基準法を信用しない！
建築知識・技術レベルの低い業者に合わせた現在の建築基準法を信用せず、常
に建築知識・技術の向上に努め、自分たちが本当に自信を持って提供できる住ま
いづくりを実践して参ります。

■証明できる安心　～５つのお約束

※会場の隣に駐車場をご用意しております。
　ご予約は不要です。
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あなたはこの事実を知っていますか？

足立建築の家づくり理念



建築基準法
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住宅性能表示 長期優良住宅 フラット 35
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１回目検査・基礎配筋検査

２回目検査・中間検査・上棟検査

３回目検査・中間検査

４回目検査・竣工検査完了検査

建設性能評価書 検査済証適合証明書 保険証券

着　工

足立建築の長期優良住宅－生活変化対応住宅

※　　破線　　で囲まれた検査は、性能表示の検査と同時に実施または省略できる。

建設性能評価書・保険証券

技術審査

設計性能評価書 適合証

長期優良住宅認定書
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住宅金融支援機構のフラット35、フラット35Sにも完全対応。
20年金利引き下げタイプ（最大1.0%引き下げ）も可能です。

●各種申請手続きの流れ と 足立建築の長期優良住宅『生活変化対応住宅』の家づくり
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当社に営業マンはおりません。こだわりの住まいづくりをトコトンお手伝いします。
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山下 陽平 (Yohei Yamashita)
アーキサポート一級建築士事務所 代表

欠陥建築研究所 所長

はままつ家づくりの本「ie･bon」監修

《メッセージ》
建物は、殆どの人にとっては一生で一番高く、たった一度の買い
物で、欠陥は消費者にとって最大級の財産的被害です。被害者の苦
痛は、並大抵のものではなく、その精神的ダメージは計り知れません。
建物を欠陥の被害から守るには、真の第三者が現場をチェックす
る以外に方法はありません。その点で、足立建築さんの施工は本当
に丁寧ですね。よく勉強されていると思います。
今後も当所の検査を通し、社会から欠陥が少しでも減ることを祈
り、検査を続けて参ります。

建設住宅性能評価は技術力がない業者には対応できません。建設住宅性能評価は技術力がない業者には対応できません。
足立建築さんの
施工は丁寧ですね

本当によい家を建てたければ、「建設性能評価をお願いします」と言ってみて下さい。
家づくりに真剣な業者なら、喜んで制度について説明してくれるはずです。


